
厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－1 

厚生年金基金実務基準 掛金分離前の財政運営基準を適用する場合の補足 

 

・平成25年3月31日以降の財政検証で、前回改正後の財政運営基準に基づく財政計算を適用前の財政検証を行

う場合 

・前回改正後の財政運営基準に基づく財政計算を適用前でかつ平成25年3月31日以降を基準日として「最低積

立基準額及び最低責任準備金の確保」による変更計算のみを行う場合 

 

上記の場合については、当実務基準のうち、以下の項目を読み替えて適用すること。 

 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第３－３－(3)－ア 

数理債務 

 

原始数理債務 ＝ 給付現価 

           ＋ 特例掛金収入現価 

           － 規約上標準掛金収入現価 

           － 政府負担金現価 
 

 

 

 

・基本部分にあっては、規約上標準掛金は規約上

掛金と数理上掛金のいずれか小さいものである

こと 
 

・原始数理債務を求める基本部分の標準掛金は、

前回財政計算時（前回財政計算の基準日が平成

16年3月31日より前の場合には平成16年度財

政検証時）に設定したものを、次回財政計算時

まで継続して使用する。 

 

・『「厚生年金基金の財政運営について」の一部

改正等について（平成21年7月10日 年発0710

第5号）』（以下「弾力化通知」という。）『第

2「厚生年金基金の財政運営について」の特例的

扱いについて』の 1（以下「掛金引上げ猶予」

という。）を適用している場合においては、「特

例掛金収入現価」及び「規約上標準掛金収入現

価」は、掛金引上げ猶予後の規約上掛金率に基

づいて算定すること。なお、この場合において

も、基本部分の規約上標準掛金は、掛金引上げ

猶予後の規約上掛金と数理上掛金のいずれか小

さいものを使用すること。 

 

・将来期間に係る代行支給義務の免除（以下「支

給義務免除」という。）があった場合の原始数

理債務の算定にあたっては、将来期間に係る代

行給付がないものをして算定する。ただし、支

給義務免除があり、基本部分の掛金率について

当第 4－3－(9)－ｲのただし書きの算定を適用

した場合の原始数理債務は、支給義務免除がな

いものとして計算した原始数理債務から、支給

義務免除後の期間について支給義務免除がな

いものとして計算した免除保険料または代行

・左記の特例掛金収入現価は、

直前の財政計算において、

次回再計算までに発生する

積立不足の予想額を計上し

た場合に発生する。 

 

・基本部分の数理債務がマイ

ナスとなることは可。 

・制度全体の数理債務がマイ

ナスとなる場合は、制度全

体の数理債務＝0 とし、マ

イナスとなった数理債務に

相当する額を特例掛金等収

入現価として計上する。 

（ただし、掛金率算定上は

数理債務はマイナスのまま

取り扱い、また、実際に特

例掛金を徴収する必要はな

い。） 

 

・「中途脱退者が老齢年金給

付を受ける権利を取得し

た場合における現価相当

額（平成２２年１月１５日

告示）」による連合会移換

者にかかる移換額の見込

みの変更についての財政

検証への反映時期につい

ては、第4-3-(2)-ｸの[連合

会移換者に係る移換額]の

備考欄を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－2 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

保険料（同号ただし書きの注に従い補正を行っ

ている場合は、当該補正後の率を使用）の、財

政計算上の予定利率による元利合計を控除し

た額とすることができる。 

 

数理債務 ＝ 原始数理債務 

      － 代行部分過去給付現価 

 

代行部分過去給付現価 ＝ 代行部分給付現価 

－ 代行部分給付現価（将来分） 
        ＊上記給付現価は政府負担金控除後 

 

 

 

・支給義務免除があった場合の代行部分過去給付

現価は、原始数理債務の算定方法と同様に算定

する。 

 

・代行部分給付現価（将来分）は、連合会移換者

の判定において基準日以前の勤務期間を算入し

た場合の給付現価とすることを原則とする。

（新基準に基づく財政計算を実施していない場

合でも、同様の取扱いとする。） 

 

○基本部分における簡便な算定方法 

・基本部分の数理債務額への影響が軽微な場合は、

簡便な方法を用いて算定することも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・独自給付部分の実績を把握

することが困難であるな

ど、合理的な評価が困難で

ある場合、もしくは独自給

付の影響が軽微であると

考えられる場合には、数理

債務に独自給付部分の評

価を織り込まないことを

可とする。 

 

（織り込む場合の例示） 

・最低積立基準額の算定で用

いる一定率（ｋ）を使用し

て給付現価を補正 

 

 

 

 

（例示） 

○政府負担金現価（過去分）

・標準報酬ベースで平成 12

年法改正前若しくは平成

16 年法改正前の政府負担

金の算定式に基づき計算 

 

○移換金給付見込み 

・全員が基金から老齢給付を

受給する前提で計算 

（移換現価率の予定利率

と基金の予定利率とに大

きな乖離がない場合） 

・連合会移換者の実績を勘案

し、全員が65歳支給開始で

あるものとして、プラスア

ルファ部分で使用する移換

現価率を全体に適用して計

算 

 

○政府負担金（過去分）＊と代

行部分過去給付現価を合算

し、合計額を代行部分過去

給付現価に記載し、政府負

担金（過去分）はゼロとす

る取り扱いも可。 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－3 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総報酬制に関する原則的な取扱い 

・総報酬制を導入している場合は、総報酬ベース

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・基本プラスアルファ部分の基準給与を総報酬ベ

ースとした基金にあっては、当該部分の給付現

価を基金規約ベースで算定する。 

 

・基本プラスアルファ部分の基準給与を標準報酬

ベースとし、合理的な補正を加えた取扱いも可

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯総給付現価及び収入現価の算定においての先

日付の制度変更等の織り込みかたについて 

 

・原則として、財政検証の(作業)時点において認

＊政府負担金の計算に使用す

る係数（0.875）は、代行部

分過去給付現価の算定にお

いて在職老齢年金の支給停

止を織り込むために使用す

る係数と同一値とすること

ができる。 
 

 

・総報酬ベースとは、厚生年

金保険本体と同様に、基準

給与に賞与標準給与を織

り込んだものとすること

をいう。（この場合、平成

15年4月以降計算基準日ま

での期間の賞与標準給与

は実績値を使用する） 

 

 

・基金規約ベースとは、基準

給与を基金規約に基づくも

のとすることをいう。 

 

・標準報酬ベースとは、基準

給与を報酬標準給与月額と

することをいう。 

 

（合理的な補正の例示） 

・総報酬ベースに変更した時

に、基本部分の上乗せ乗率

を給付現価が等価となる水

準に変更した基金にあって

は、当該変更前の基本上乗

せ乗率を使用して算定した

基本プラスアルファ部分の

給付額。又は、賞与標準給

与が報酬標準給与月額の年

間累計の一定割合であるこ

とを前提として補正した給

付額等。 

なお、基本プラスアルファ

乗率が 0.1‰である場合

等、影響が軽微な場合は、

基本プラスアルファ部分

の給付額に補正を行わな

いことも可とする。 

 

 

 

 

(例示) 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－4 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

可されている制度変更内容等は、財政検証に織

り込むこと 

 

・ただし、 

・申請中であってもその内容を織り込むこと 

又は、 

・認可がなされていてもその内容を織り込まな

いこと 

に合理的であると認められる場合には、原則に

従わないことも可とする。 

 

・認可はなされていないが、

基準日と変更日の間に財

政検証日があり、計算処理

の連続性の観点から財政

検証に変更内容を織り込

むことが好ましい場合 

 

 

 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第３－７－（１） 

積立上限額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－７－（２） 

積立上限額に係る 

財政検証 

 

○積立上限額は、以下の額とする。 

  積立上限額＝ＭＡＸ（①、②）×１.５ 

①原始数理債務 

・次の要件を満たす基礎率を用いて計算された当

該事業年度の末日におけるもの 

ア.予定利率： 

当該事業年度の末日における下限予定利率 

  イ.予定死亡率 

   ・加入員：０.０ 

・加入員であった者又はその遺族 

（障害給付金の受給権者を除く。） 

       別表２×０.９（男子）             

       別表２×０.８５（女子） 

   ・障害給付金の受給権者（加入員を除く。） 

：別表２ 

  ウ.その他の基礎率：前回の財政計算で用いた 

基礎率 

 

・財政方式は、継続基準で採用している財政方式

を用いる。 

 

・原始数理債務の計算に使用する標準掛金収入現

価の標準掛金率は、規約上の標準掛金率を使用

する。 

 

・原始数理債務の計算における給付現価には、次

回財政再計算までに発生する積立不足の予想額

の現価は含めない。 

 

 

②最低積立基準額 

  当該事業年度の末日におけるもの 

   

 

○検証方法 

  数理上資産額＞積立上限額の場合、掛金等の拠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・掛金等 

  控除前の掛金及び 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－5 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

出制限を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○積立上限額の算定が不要の場合 

  次の場合、積立上限額を算定しないことが 

できる。 

・数理上資産額＜ 

ＭＡＸ（原始数理債務（＊）、最低積立基準額）

×１.５ 

（＊）原始数理債務：継続基準における原始数理

債務 

ただし、次回財政再計算までに発生する積

立不足の予想額を算定している場合 

は、当該予想額は控除する。 

 

  徴収金 
 

・給付区分特例を実施して

いる基金についても積立

上限額に係る財政検証は

制度全体で行うこと。ま

た、掛金等の控除方法（前

詰方式・元利均等方式）は

給付区分ごとに選択する

ことはできず、制度全体で

共通の控除方法とするこ

と。 

 

 

 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第４－１－(3) 

変更計算 
－オ 

責任準備金の確保 

 

「財政検証の基準日において、純資産額が責任準

備金を下回った場合。 

ただし、その下回った額が、資産評価調整加算（控

除）額（控除の場合は負値）と「許容繰越不足金」

の合計額以下の場合には、基金の判断により、基

金の事業運営の安定性に配慮する見地から変更計

算を留保することができる。」 

 

[変更計算の判定基準] 

責任準備金 － 純資産額 ＞ ０ 

ただし、基金の判断によって、次の基準まで変

更計算を留保することができる。 

責任準備金 － 純資産額 ≦ 

  資産評価調整加算（控除）額 ＋ 許容繰越不足金

 

[許容繰越不足金の算定基準] 

許容繰越不足金は次の(ｱ)～ (ｳ)に掲げる方法の

うち基金があらかじめ定めた方法により算定す

る。 

 

(ｱ)標準給与総額*1 × 20年の確定年金現価率*2 × 

基金においてあらかじめ定めた率*3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－6 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

「基金においてあらかじめ定めた率」は、

『(7.7/1000)×(100＋(ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ(%)))／ 

150』を上限とする。ただし、平成17年4月1

日前に設立された基金（同日以後に当該基金が

合併し、又は分割したことにより設立された基

金を含む。）にあっては、『(7.7/1000)×(100

＋(ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ(%)))／ 110』を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 責任準備金額*4 ×基金においてあらかじめ定

めた率*5 

｢基金においてあらかじめ定めた率」は、

『15/100』を上限とする。ただし、資産評価の

方式として数理的評価を用いている場合にあ

っては、『10/100』を上限とする。 

 

(ｳ)前記(ｱ)又は(ｲ)のいずれか低い額 

 

当該算定基準については、原則として継続して使

用する。 

 

 

 

 

*1は、当該事業年度の3月における報酬標準給与の

月額の総額の12倍に、当該事業年度末の加入員に

係る過去1年間の賞与標準給与の額の総額を合算

した額。 

 

 

・総報酬制を導入していない

場合には、7.7を10に読み

替える。 

 

 

 

 

・許容繰越不足金の設定につ

いては、定められた範囲内で

合理的な方法によって設定さ

れていればよい。 

例えば、給付の部分毎（代行

部分、基本ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分、加

算部分）に異なる予定利率を

適用する場合には、以下の算

式により「20年の確定年金現

価率」を設定する方法が考え

られる。 

 

（例示） 

・基本部分と加算部分で予定

利率が異なる場合 

20年の確定年金現価率 

＝(基本部分の予定利率によ

る 20 年確定年金現価率×

100＋加算部分の予定利率

による 20 年確定年金現価

率×(ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ(%)))／（100

＋(ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ(%))） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給付額の大幅な見直し、資

産の評価方法の変更等、合理

的な理由がある場合は算定

方法を変更することができ

る。 

 

・総報酬制を導入していない

場合は、当該事業年度の 3

月における報酬標準給与の

月額の総額の12倍とする。

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－7 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

*2の予定利率は、前記第3-3-(2)-ｱに定めるもの。 

 

*3は、母体企業及び加入員の掛金の負担能力等に

十分配慮して定めること。また、当該数値につい

ては、「財政計算を行うべき場合」（『第4－1』）

に該当したとき、ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧと同時に見直すものと

する。 

 

*4は、財政検証の基準日における責任準備金の額

をいう。 

 

*5は、時価の変動を勘案して定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

第４－４－(2) 

基礎率 

－ク 

その他の基礎率 

 

 

 

[連合会移換者に係る移換額] 

 

・連合会移換者に係る移換額の見込みは、

下記の通り行うこと。 

 

 

★代行部分に係る移換額 

原則として、「中途脱退者が老齢年金給

付を受ける権利を取得した場合における

現価相当額（平成２２年１月１５日告

示）」にある年金現価率を使用すること

 

 

★基本上乗せ部分に係る移換額 

移換先の規約に定める移換現価率の実績

及び将来の見通しに基づいて、年金財政

の健全性を勘案して合理的に決定した予

定利率及び予定死亡率にて算出した年金

現価率を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「中途脱退者が老齢年金給付を受け

る権利を取得した場合における現

価相当額（平成２２年１月１５日告

示）」による連合会移換者にかかる

移換額の見込みの変更時期（財政検

証の取扱いも含む）は以下のいずれ

も可とする。 
 a．平成22年3月31日において当該移

換額の見込みの改定のみを事由

とする財政計算を行い、当該移換

額の見込みの改定を掛金に反映

する。なお、当該財政計算におい

ては、繰越不足金を解消しないこ

とができる（ただし、継続基準に

抵触していない場合に限る）。ま

た、平成23年3月31日付財政検証

から当該移換額の見込みの改定

を反映する。 

b．平成22年3月31日以降を計算基準

日とする財政計算（次回財政再計

算までの財政計算とすることも

可）から当該移換額の見込みの改

定を掛金に反映する。また、当該

財政計算後に行う財政検証から

当該移換額の見込みの改定を反

映する。 

 c．財政計算を行うことなく、平成

22年3月31日以降の財政検証から

当該移換額の見込みの改定を反

映する。なお、次回財政再計算ま

での財政計算において、当該移換



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－8 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

 

 

 

 

・なお、基本部分の標準掛金率算定にあ

たっては、連合会移換者かどうかの判定

を基準日以前の勤務期間を含めて行うこ

とを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財政上の健全性を考慮して、将来的な

死亡率の改善を見込んで死亡率に一定

の割掛けを行った上で算出した年金現

価率を使用することも可。 

ただし、財政への影響が小さい場合に

は、簡便な方法によることも可。 

 

額の見込みの改定を掛金に反映

すること。 

 

 

 

（理由） 

財政方式として開放基金方式を用いる

場合、数理上標準掛金率の計算にあた

って「財政計算の基準日において基金

を創設し、基準日以前の勤務期間を算

入しないで算定する」取扱いを原則と

している。しかし、移換現価率の変更

に伴い、基金の状況（特に移換現価率

の予定利率と基金の予定利率に大きな

乖離がある場合等）によっては、加入

員別に見た場合、全期間の給付現価を

将来期間分の給付現価が上回る可能性

すらあるため。 

 

 

 

 

 

 

（例示） 

全員が基金から老齢給付を受給する前

提で計算（移換現価率の予定利率と基

金の予定利率とに大きな乖離がない場

合） 

連合会移換者の実績を勘案し、全員が

65歳支給開始であるものとして、プラ

スアルファ部分で使用する移換現価率

を全体に適用して計算 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－9 

様式の記入要領 

様式③－ウ 総括表（再計算及び変更計算（一般）用） 

    加   算   部   分      グループ区分 

 区  分 
   基 本 部 分  

  

標準掛金 
 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

特別掛金 
 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

予定償却完了日 
 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

数 

理 

上 

掛 

金 

特例掛金 
 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

標準掛金 
 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

 
うち加入員負担分 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

特別掛金 
 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

 
うち加入員負担分 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

特例掛金 
 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

 

規 

約 

上 

掛 

金 

 
うち加入員負担分 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

 

         （       ） 

財政方式    

プラスアルファ    

 うち将来加入員分    

代行保険料率          （       ）  

一時払掛金額  

数理上資産額 
 

数理債務＋最低責任準備金 

＋最低責任準備金調整額 

 

                                 （                               ）

未償却過去勤務債務残高 
 

                                 （                               ）

                                  （                               ）

資産の評価方法  

純資産額 
 

最低責任準備金 
 

純資産／最低責任準備金 
 

最低積立基準額 
 

純資産／最低積立基準額 
 

 

［備考］ 

  （注１）（ ）内は再計算もしくは変更計算の前のもの。 

  （注２）備考欄には、基準日、変更計算該当事由、変更内容、数理上の特記事項及び財政運

営に関し基金においてあらかじめ定めた事項を記入すること。 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－10 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

１．書類の作成 

 

    平成28年度における財政検証までにおいて、第4－5

－(2)②「積立水準の回復計画を作成して積立不足を解

消する方法」を採用した場合に作成する。 

 

２．対象に該当することとなった事業年度 

 

    積立水準の回復計画を立てる必要があると判定さ

れた財政検証の基準日の属する年度を記載する。 

 

３．積立水準の回復に必要な掛金（率） 

 

    基本掛金、加算掛金、特別掛金、特例掛金ごとに規

約上の掛金（率）を記載する。 

 

 

 

様式③－カ’と同時に提出す

る様式⑥－アのうち変更のな

い部分は提出不要。 

 

 

 

 

 

 

変更部分のみを記載する。 

 

特別掛金は、基本・加算別に

記載する。給付区分ごとに設

定している場合は、給付区分

ごとに掛金（率）を記載する。

 （例示）  

 

掛金（率）変更日 

変更後の掛金（率） 

基本標準掛金   基本特別掛金 

 

 

 

 

平成○年○月○日 

平成○年○月○日 

平成○年○月○日 

平成○年○月○日 

 

          ○‰ 

 

 

 

 

 

  

回復計画実施直前の掛金（率）        □‰ 

   

 

 

 

 

加算標準掛金 加算特別掛金     特例掛金 

 

 

                  ◎‰ 

×‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

△‰      ◇‰   

 

 

 

 

 

 

様式③－カ’ 

 

総括表（変更計算

（積立水準 

   確保(2)）用） 

  

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－11 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

様式③－カ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式③－カ’’ 

 

総括表（変更計算

（積立水準確保

(3)）用） 

 

 

 

４．積立水準の推計 

 

  ａ．推計金額 

      百万円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した

値を記載する。 

 

  ｂ．積立水準 

     小数点以下３桁目を切り捨てた値を記載する。 

 

  ｃ．推計の前提 

     推計に用いた前提を、備考として欄外に記載することが

できる。 

・運用利回りの前提 

・プラスアルファ部分の最低積立基準額の将来予測に連合

会における通算企業年金の予定利率を使用した場合は、

その旨 

・加入員数の見込み 

 

 

１．書類の作成 

 

第4－5 「法附則32条第1項の認可を受けた基金に係る

積立金の確保」を行う場合に作成する。 

 

２．積立水準の回復に必要な掛金（率） 

 

 

様式③－カ’総括表（変更計算（積立水準確保(2)）用）

の「３」と同様の方法による。 

 

 

 

 

 

３．積立水準の推計 

 

様式③－カ’総括表（変更計算（積立水準確保(2)）用）

の「４」と同様の方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直近までの運用利回

りの実績を反映した

場合は、その内容を

注記する。 

 

 

 

様式③－カ’’と同

時に提出する様式⑥

－アのうち変更のな

い部分は提出不要。

 

変更部分のみを記載

する。 

 

特別掛金は、基本・

加算別に記載する。

給付区分ごとに設定

している場合は、給

付区分ごとに掛金

（率）を記載する。

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－12 

 

 

様式③－カ’ 総括表（変更計算（積立水準確保(２)）用） 

 

１．対象に該当することとなった事業年度 

              平成  年度決算 

 

２．積立水準の回復に必要な掛金（率） 

掛金（率）変更日 変更後の掛金（率）（基本、加算、特別、特例ごとに記入） 

平成 年 月 日 

平成 年 月 日 

平成 年 月 日 

平成 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    回復計画実施直前の掛金（率）：                            

 

３．積立水準の推計 

                                      （金額単位：百万円） 

     年   度         

掛金等収入         

運用収益         

給付費等支出         

年度末純資産額①         

年度末最低責任準備金②         

  積立水準  ①／②         

年度末最低積立基準額③         

  積立水準   ①／③         

 

 

  運用利回りの前提：                                                   

 

（※）資産評価の方法として数理的評価を用いている場合は、①は数理上資産額とするこ

とができる。 

 

４．その他の措置の実施状況（該当する□に／を記し、必要事項を記入） 

 

  選択一時金を休止すること 

      □ 実施中（平成 年 月 日より実施） 

      □ 実施予定（平成 年 月 日より実施予定） 

      □ 検討中 

      □ 実施しない（平成 年 月 日決定） 

      □ 選択一時金がない 

      □ その他（                                                    ） 

 

（注）１．指定基金にあっては、健全化計画と同じ前提で積立水準の回復計画を作成すること。 

   ２．積立水準の回復計画の前提が、健全化計画の前提と異なるに至ったときは、積立水準の回復計画の

見直しを行うこと。 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－13 

 

 

様式③－カ’’ 総括表（変更計算（積立水準確保(３)）用） 

法第８５条の２に規定する責任準備金（最低責任準備金）の積立ての計画の実施状況及び変更状況 

 

１．財政検証の基準日における積立状況等 

       純  資  産  額                                円 

       最低責任準備金                                円 

（算定基準日：平成    年    月    日） 

 

２．計画変更の必要性（該当する□に／を記入） 

□  変更が必要（変更計算を実施）  

□  変更の必要はなく、継続実施 

計画を実施するために必要な掛金 

掛金（率）変更日 変更後の掛金（率）（基本、加算、特別、特例ごとに記入） 

平成 年 月 日 

平成 年 月 日 

平成 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

３．積立水準の推計（変更が必要な場合は、次の決算年度分からは変更後の数値を記入） 

                                       （単位：百万円） 

     年   度 ※２        

掛金等収入     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

運用収益     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

給付費等支出     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

年度末純資産額①     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

年度末最低責任準備金②     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

  積立水準  ①／②     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

年度末最低積立基準額③     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

  積立水準   ①／③     （   ）    （   ）    （   ）    （   ）    （   ）     （   ）    （   ） 

 

  運用利回りの前提：                                                   

 

※１ （ ）内には、変更前の積立計画の数値を記入すること。 

※２  初年度は、法附則第３２条第１項等の認可を受けたときに作成した積立計画におけ

る初年度とすること。 

※３ （ ）外については、決算が終了した年度までに係る数値は実績値を記入し、その翌

年度以降に係る数値は、直近の積立計画における数値を記入すること。（ただし、

当該計画を変更した場合は、変更後の数値を記入すること。） 

４．計画を実施するための措置（該当する□に／を（ ）内に必要事項をそれぞれ記入） 

 

  （１）必要な掛金に係る規約変更 

      □ 対応済み     （規約変更日：平成  年  月  日） 

      □ 一部対応済み （規約変更日：平成  年  月  日） 

      □ 未対応       （今後の対応予定等を具体的に      ） 

    （２）選択一時金の支給の停止 

      □ 対応済み     （規約変更日：平成  年  月  日） 

      □ 未対応       （今後の対応予定等を具体的に      ） 

    （３）給付水準の引下げ 

      □ 対応済み     （規約変更日：平成  年  月  日） 

      □ 未対応       （今後の対応予定等を具体的に      ） 

    （４）その他（具体的に                                ） 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－14 

 

様式④－ア 計算基礎率（新設、合併設立及び分割設立用） 

     基 本 部 分       加 算 部 分  

     男 子    女 子    

 （１）予定利率（％）   

 （２）標準死亡率に乗じた率      

 （３）計算上の平均脱退率（％）      

 （４）最終年齢（歳）      

  ①最低年齢  （歳）      

 
（５）昇給指数 

②頭打年齢  （歳）      

 （報酬） ③平均上昇率 （％）      

  ④ベ ア 率   （％）      

  ①最低年齢  （歳）      

 
（６）昇給指数 

②頭打年齢  （歳）      

 （賞与） ③平均上昇率 （％）      

  ④ベ ア 率   （％）      

  ⑤加入員数  （人）      

 
（７）計算上の 

⑥加入年齢  （歳）      

     新規加入員 ⑦給与の額   （円）      

  ⑧平均加入期間（年）      

 

 

 

様式④－イ 計算基礎率（再計算及び変更計算（一般）用） 

 
 

 
 【「様式④－イ」の表は「様式④－ア」に同じ】
   ただし、各欄は右のように記載する。 

 
    XXXX 
 （ XXXX ） 

 
      再計算又は変更計算後 
      再計算又は変更計算前 

 
 

  （注１）（ ）内は再計算又は変更計算の前のもの。 
  （注２）変更計算の場合、（ ）外には変更のあったもののみ記入すること。 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－15 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

１．将来加入員 
 
    財政方式が開放基金方式以外の場合、（ ）を付
して将来加入員の給付現価を記載する。 

 
２．現在加入員（将来分）、現在加入員（過去分） 
 
    現在加入員（将来分）には、財政計算の基準日
において基金を創設し、基準日以前の勤務期間を
算入しなかった場合の給付現価を記載する。 
（なお基本部分の場合、掛金計算に合わせて、連合
会移換者の判定において基準日以前の勤務期間を
算入した場合の給付現価を記載することを原則と
する。） 

 
    現在加入員（過去分）には、現在加入員に対す
る総給付現価から現在加入員（将来分）の給付現
価を控除した値を記載する。 

 
   ○ 支給義務免除があり、基本部分の掛金率につ
いて当実務基準第 4－3－(9)－オのただし書きの
算式を適用した場合の記載方法。 

 
【方法１】 

 支給義務免除がないものとして計算した数値をそ
のまま記載する。 

 
 
 
【方法２】 
支給義務免除がないものとして計算した給付現価
から、以下の調整額（以下「支給義務免除に伴な
う調整額」という。）を控除した額を記載する。 

   支給義務免除に伴なう調整額 

 

将来加入員 

 

 

支給義務免除前の免除保険料又は
代行保険料率(予定利率の違いに
より補正を行っている場合は、当
該補正後の率。以下同じ。) 

× 

将来加入員の標準給与現価(Ｐ) 

現在加入員 

（将来分） 

 

支給義務免除前の免除保険料又は

代行保険料率 

× 

現在加入員の標準給与現価(Ｏ) 

現在加入員 

（過去分） 

支給義務免除前の免除保険料又は

代行保険料率の財政計算上の予定

利率による元利合計 

様式⑥－ア－３(1)、(2) 
 
  掛金率算定表 

 

 
 
 
 
 
 
 
財政方式が開放基金方式以
外の場合についても将来分
と過去分を分離して記載す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
方法１を使用した場合、
〔計算式〕の欄に支給義務
免除がないものとして計算
している旨、注記をするこ
と。 
 
 
 
 
支給義務免除があり、基本
部分の掛金率について当実
務基準第４－３－ 
(9)－オのただし書きの算式

を適用した場合の原始数理

債務は、支給免除がないもの

として計算した原始数理債

務から、支給義務免除前の免

除保険料又は代行保険料率

の財政計算上の利率による
元利合計を控除した額とな
っている。支給義務免除がな
いものとして計算した原始
数理債務は、基本部分の規約
上標準掛金率が（支給義務免
除前の基本部分の掛金率－
支給義務免除前の免除保険
料率又は代行保険料率）に変
更されることから、将来加入
員、現在加入員（将来分）の
給付現価を調整して、計算す
ることとしている。 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－16 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

様式⑥－ア－３(1)、(2) 
 

（続き） 
 

３．その他の受給者 
 
   その他の受給者のグループ区分別の内訳の把握
が困難な場合は、「計」欄のみに記載できる。 

 
４．算定用掛金率 
 

    原始数理債務を算定する際に用いた標準掛金率

を記載する。 

 
５．数理上掛金率の表示 
 
  ・給与に対する率を表示する場合 
   千分率で小数点以下３桁目を四捨五入した値 
  ・１人あたりの額を表示する場合 
    円未満を四捨五入した値 
 
６．別途積立金として留保する額 
 

    給付改善準備金又は繰入準備金がある場合は加

算して記載する。 

    加算型の制度で、基本部分と加算部分に区分し
ない場合は、加算部分に記載する。 

 
７．承継事業所償却積立金として留保する額 
 
    承継事業所償却積立金がある場合、制度全体の
総額を記載する。 

  加算型の制度の場合は、加算部分に記載する。
 
８．金額の表示 
 
    千円未満を四捨五入した値を記載する。 
 
９．特別掛金（規約上） 
 
    規約上の特別掛金について、償却方法、率（額）、
予定償却期間等を記載する。 

 
（例示） 
 
  ・弾力償却  弾力償却    最長期 ○○‰ 
  ・定額償却  年間予定償却額 定額  ○○千円
  ・定率償却  償却割合    定率  ○○％ 
 
 

 

 
 
 
 
 
原始数理債務算定上の標準
掛金率を記載するため、Ｍｉ
ｎ（Ｑ，Ｒ）に一致しない場
合もある。 
 
 
 
 
 
左記以外の取扱いとする場
合は、備考欄にその取扱い
を記載する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総報酬のうち、報酬標準給与

からのみ特別掛金を徴収す

ることとした場合には、その

旨を計算式欄に明記する。 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－17 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

様式⑥－ア－３(1)、(2) 
 

（続き） 
 

１０．計算式 
 
    基本部分の計算式欄の最初に資産配分方法
を記し、計算方法の概略を簡潔に記載する。 
なお、様式③ア～オの10.備考のc.に記載が

ある場合には､内容を反映させること。 

    賞与標準給与を報酬標準給与の一定割合と

して見込んでいる場合には、その旨及び予定賞

与率を記載する。 

    総報酬額によらず報酬標準給与月額に基づ
く給付とする場合等、上乗せ給付を総報酬ベー
スとしない場合には、その旨を明記する 
特別掛金について加入員数の動向や将来の

給与水準の変化を見込んで算定した場合、その
根拠や見込んだ方法について具体的に記載す
る。 

 
【第五の五の（１）に該当する場合（給付区分特
例を実施している場合）の取扱い】 
 

様式⑥－ア－３ (2)は、⑮から⑳についても、
給付区分ごとに記載すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給付区分ごとに様式⑥

－ア－３ (2)を作成す

ることも可。 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－18 

 

様式⑥－ア 掛金率算出基礎（再計算、変更計算（一般）、新設、合併設立及び分割設立用） 
３．掛金率算定表 
（１）基本部分 

       計   男  子   女  子 

  
給 

合     計    （Ｂ～Ｇ）  Ａ           千円           千円           千円

  
付 
 
現 
 
価 
 

将来加入員 
現在加入員（将来分） 
現在加入員（過去分） 
年金受給者 
受給待期脱退者 
その他の受給者 

 Ｂ 
 Ｃ 
 Ｄ 
 Ｅ 
 Ｆ 
 Ｇ 

   

 政 合     計    （Ｉ～Ｍ）  Ｈ    

 
 
 
 
 
 

府 
負 
担 
金 
現 
価 

将来加入員 
現在加入員（将来分） 
現在加入員（過去分） 
年金受給者 
受給待期脱退者 

 Ｉ 
 Ｊ 
 Ｋ 
 Ｌ 
 Ｍ 

   

     計    （Ｏ、Ｐ）  Ｎ    

 
 
 

標準給与現価 
 
 

 
現在加入員 
将来加入員 

 
 Ｏ 
 Ｐ 

   

 
 
 
標準掛金率（数理上） 

 
 Ｑ 

   

  
標準掛金率（規約上） 

 
 Ｒ 

   

  

算定用標準掛金率（Ｍｉｎ（Ｑ，Ｒ）） 

 
 Ｓ 

   

 
 
 
標 準 掛 金 収 入 現 価   （Ｎ×Ｓ） 

 
 Ｔ 

   

  
代行部分過去給付現価 

 
 Ｕ 

   

  
最低責任準備金（継続基準） 

 
 Ｖ 

   

 
 
 
Ａ－Ｈ－Ｔ－Ｕ＋Ｖ 

 
 Ｗ 

 

 
 
 
数理上資産額 

 
 Ｘ 

 
 

 
うち、別途積立金として留保する額 

 
 Ｙ 

 
 

 
 
 
 

うち、承継事業所償却積立金として留保する
額 

 
Ｚ 

 

    

 
 
 
未償却過去勤務債務残高（Ｗ－Ｘ＋Ｙ＋Ｚ） 

 
 ａ 

 
 

 
 
 
特別掛金（規約上） 
（予定償却期間  年  月） 

 
 ｂ 
 

 
 

 財政方式  

 ［計算式］ 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－19 

 

様式⑥－ア 掛金率算出基礎（再計算、変更計算（一般）、新設、合併設立及び分割設立用） 
３．掛金率算定表 
（２）加算部分                                                                 （金額単位：千円） 

  
 

 
    計 

 
 

 
 

  
給 

 
合     計    （②～⑦） 

 
 ① 

   

  
付 
 
現 
 
価 
 

 
将来加入員 
現在加入員（将来分） 
現在加入員（過去分） 
年金受給者 
受給待期脱退者 
その他の受給者 

 
 ② 
 ③ 
 ④ 
 ⑤ 
 ⑥ 
 ⑦ 

   

  
 

 
   計    （⑨、⑩） 

 
 ⑧ 

   

 給与現価  
現在加入員 
将来加入員 

 
 ⑨ 
 ⑩ 

   

  
標準掛金率（数理上） 

 
 ⑪ 

   

  
標準掛金率（規約上） 

 
 ⑫ 

   

  
標 準 掛 金 収 入 現 価   （⑧×⑫） 

 
 ⑬ 

   

  
 ①－⑬ 

 
 ⑭ 

   

  
数理上資産額 

 
 ⑮ 

 

 
うち、別途積立金として留保する額 

 
 ⑯ 

   
 

うち、承継事業所償却積立金として留保する
額 

 
⑰ 

 

  
一時払掛金額 

 
 ⑱ 

 

  
 

 
 

 

  
未償却過去勤務債務残高(⑭-⑮+⑯+⑰-⑱) 

 
 ⑲ 

 

  
特別掛金（規約上） 
（予定償却期間  年  月） 

 
 ⑳ 
 

 

  
財政方式 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
［計算式］ 
 

 
（注）第五の五の（１）に該当する場合には、⑮から⑳についても給付区分ごとに記載すること。 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－20 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

様式⑥－ア－３(３) 

 

  次回の財政再計算まで

に発生する積立不足の

予想額の償却のための

特例掛金 

 

１．金額の表示 

 

    千円未満を四捨五入した値を記載する。 

 

２．積立不足の予想額 

 

    第4－4－(5)－イの(ｱ)～(ｳ)の内訳を、それぞれ

①～③に記載する。 

 

３．特例掛金（規約上） 

 

    規約上の特例掛金について、設定する区分(基本
部分・加算部分)、償却方法、率（額）等を記載す
る。 

・給付区分特例を実施している

場合、給付区分ごとに作成す

ること。 

 

様式第⑥－ア 掛金算出基礎（再計算、変更計算（一般）、新設、合併設立及び分割設立用） 
３．掛金率算定表 
 （３）次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却のための特例掛金 

  
  積立不足の予想額 

 
                                         千円 

  
 ① 運用差損 

 
                                         千円 

  
 ② 脱退差損 

 
                                         千円 

 

 

 
 ③ 昇給差損 

 
                                         千円 

  
  特例掛金（規約上） 

 

       

 

    財政運営基準              実 務 基 準 内 容          備 考 

様式⑥ア－３(４) 
 
  評価損償却 
 

１．対象加入員 
 
    掛金徴収の対象者を限定する場合は欄外に注記
する。 

 
２．金額の表示 
 
    千円未満を四捨五入した値を記載する。 
 
３．特別掛金（規約上） 
 
    様式⑥－ア－3(1)、(2)に準じて記載する。 

（例示） 
・加算適用加入員を対象とし
て特別掛金を課す場合 

・総報酬のうち、報酬標準給
与からのみ特別掛金を徴収
することとした場合 

 

 

様式第⑥－ア 掛金算出基礎（再計算、変更計算（一般）、新設、合併設立及び分割設立用） 
３．掛金率算定表 
 （４）評価損償却 
 
 
 
  未 償 却 過 去 勤 務 債 務 残 高 

 
                                        千円 

 
 
 
   特  別  掛  金（規  約  上） 
   （予定償却期間    年  月） 

 
 

       



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－21 

 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

様式⑩ 

 

  責任準備金及び 

  最低積立基準額の 

  明細書（共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式⑩－１ 

 

  数理債務 

 

１．書類の作成 

 

   次の場合に作成する。 

    ・合併の認可申請 

・分割の認可申請 

・決算 

・権利義務の移転及び承継の認可申請 

 

２．グループ区分 

 

基本部分については、男女別に区分して記載し、加

算部分については、標準掛金率（額）の計算上別の集

団として取り扱う区分に応じて適宜区分して記載す

る。 

給付区分特例を実施している場合は、給付区分ごと
に区分して記載する。 

 

 

３．経理処理との関連 

 

数理債務、最低責任準備金（継続基準）、未償却過

去勤務債務残高、資産評価調整額の経理処理は、様式

⑩に記載の値に基づいて行う。 

 

 

１．数理債務 

 

様式⑥－ア－3掛金率算定表に準じて記載する。 

 

制度全体の数理債務がマイナスとなる場合には、

（３）合計の合計（ウ）の合計列をゼロとし、 

欄外にその旨注記する。 

 

 

 

 

（注記例） 

制度全体の数理債務がマイナス（▲○○○千円）とな

るので、合計（ウ）の合計列はゼロを記載している。 

 

 

 

２．備考 

 

他の様式に記載されている場合でも、基金が留意すべ

き事項は重複して記載できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少数集団の取扱いを行った 

場合でも、基本部分は原則 

として区分して記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あくまで様式の記載上の取り

扱いであり、数理債務を使用

した計算式はマイナスのまま

取り扱うことに注意する。 

 

 

過去期間対応分（ア）及び将

来期間対応分（イ）の各項目、

合計（ウ）の基本部分及び加

算部分については、マイナス

のまま記載する。 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－22 

 

様式⑩ 責任準備金及び最低積立基準額の明細書（共通） 

１．数理債務 

（１）基本部分                                                            （金額単位：千円） 

  

   合   計 

 

  男   子 

 

  女   子 

 

合     計    （②～⑦） 

 

 ① 

    

 

給 

 

付 

 

現 

 

価 

 

将来加入員 

現在加入員（将来分） 

現在加入員（過去分） 

年金受給者 

受給待期脱退者 

その他の受給者 

 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑦ 

   

 

合     計    （⑨～⑬） 

 

 ⑧ 

    

政 

府 

負 

担 

金 

現 

価 

 

将来加入員 

現在加入員（将来分） 

現在加入員（過去分） 

年金受給者 

受給待期脱退者 

 

 ⑨ 

 ⑩ 

 ⑪ 

 ⑫ 

 ⑬ 

   

 

   計    （⑮、⑯） 

 

 ⑭ 

    

 

標準給与現価  

現在加入員 

将来加入員 

 

 ⑮ 

 ⑯ 

   

 

標準掛金率（数理上） 

 

 ⑰ 

   

 

標準掛金率（規約上） 

 

 ⑱ 

   

 

算定用標準掛金率（Min(⑰, ⑱)） 

 

 ⑲ 

   

 

標 準 掛 金 収 入 現 価  （⑭×⑲） 

 

 ⑳ 

   

 

代 行 部 分 過 去 給 付 現 価 

 

○21 

   

 

特 例 掛 金 等 収 入 現 価 

 

 ○22 

   

 

数理債務  （①＋○22－⑧－⑳－○21） 

 

 ○23 

   

 

財政方式 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－23 

 

様式⑩ 責任準備金及び最低積立基準額の明細書（共通） 

１．数理債務 

（２）加算部分                                                            （金額単位：千円） 

  

  合   計 

  

 

合     計    （②～⑦） 

 

 ① 

    

給 

 

付 

 

現 

 

価 

 

将来加入員 

現在加入員（将来分） 

現在加入員（過去分） 

年金受給者 

受給待期脱退者 

その他の受給者 

 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑦ 

   

 

   計    （⑨、⑩） 

 

 ⑧ 

    

 

給与現価  

現在加入員 

将来加入員 

 

 ⑨ 

 ⑩ 

   

 

標準掛金率（数理上） 

 

 ⑪ 

   

 

標準掛金率（規約上） 

 

 ⑫ 

   

 

標 準 掛 金 収 入 現 価   （⑧×⑫） 

 

 ⑬ 

   

 

特 例 掛 金 等 収 入 現 価 

 

 ⑭ 

   

 

数 理 債 務 （①＋⑭－⑬） 

 

 ⑮ 

   

 

財政方式 

 

 

備考 

 

 

（３）合計                                                                （金額単位：千円） 

  

 合    計 

 

 基 本 部 分 

 

 加 算 部 分 

 

  過  去  期  間  対  応  分 

  将  来  期  間  対  応  分 

 

(ア)

(イ)

   

 

  合                 計 

 

(ウ)

   

 

     

  （注）１ （ア）＝基本部分：④＋⑤＋⑥＋⑦－⑪－⑫－⑬－○21      加算部分：④＋⑤＋⑥＋⑦ 

        ２ （イ）＝基本部分：○23－（ア）                          加算部分：⑮－（ア） 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－24 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

様式⑩－２ 

 

  未償却過去勤務債務 

 残高 

 

１．金額の表示 

 

    千円未満を四捨五入した値を記載する。 

 

２．備考 

 

基本部分、加算部分欄には、償却方法、規約上掛金

率（額）及び償却残余期間等の基礎数値を記載する。

評価損償却掛金収入現価の備考欄の「特別掛金率」

にも規約上を記載することに留意する。 

 

 （例示） 

 

  ・弾力償却 

      弾力償却    最長期 ○○‰ 

                      償却残余期間○年□月 

 

  ・定額償却 

      年間予定償却額 定額  ○○○千円 

                      償却残余期間○年□月 

 

  ・定率償却 

      償却割合    定率  ○○％ 

                      償却残余期間○年□月 

 

・段階引上げ償却 

○年○月から  ○○‰ 

○年○月から  ○○‰ 

○年○月から  ○○‰ 

償却残余期間○年□月 

 

給付区分ごとに算定している場合は、区分して記
載すること。 

 

加入員数の動向や将来の給与水準の変化を見込んだ場

合は、欄外にその見込んだ内容を具体的に記載すること。

 （例示） 

○年度から○年間に渡り、総給与が１年あたり○％ずつ

減少し、その後は一定となるものとして算定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あくまで様式の記載上の取り

扱いであり、特例掛金収入現

価を使用した計算式は当該加

算額を除外した数値を使用す

ることに注意する。 

 

 

 

 

 

 

定率償却及び定額償却の場 

合、評価損償却掛金収入現 

価の備考欄は、この帳票の 

例によらない。 

（(例示)を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生年金基金の財政運営に関する実務基準 

実務基準２号補足－25 

財政運営基準 実 務 基 準 内 容 備  考 

 

様式⑩-11 

積立上限額 

 

 

（１）積立上限超過額の算出 

・次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額

を算定している場合にあっては、②を計算する際の

原始数理債務から当該積立不足の予想額を控除し、

これに1.5を乗じて②を計算する。 

・｢①数理上資産額｣が｢②原始数理債務に1.5を乗じて

得た額｣と｢③最低積立基準額に1.5を乗じて得た額｣

のいずれか大きい額を下回る場合にあっては、④の

額を計算することを要しない。 

またその際は、次の｢積立上限額の計算｣は記入不要。

 

（２）積立上限額の計算 

・様式⑥－ｱー3掛金率算定表に準じて記載する。 

・(a)基本部分⑰、(b)加算部分⑪の｢標準掛金率(規約

上)｣は、ともに現行の基金の規約上標準掛金率であ

る。 

 

（３）積立上限超過額がある場合の掛金の控除 

・金額の表示 

千円未満を四捨五入した値を記載する。 

・｢利子相当額②｣の欄には、①に対する控除開始予定年月まで

の利息相当額を記載する。 

・｢毎期控除する掛金(第2号方法の場合)｣の欄には、控

除する掛金の種類(標準掛金、特別掛金、特例掛金)

毎に、掛金率又は掛金額を記載する。 

・決算報告書提出時に控除する掛金の額が決まっていな

い場合は、(3)の記載は要しない。 

・掛金の控除に係る規約変更の申請に併せて(3)を記載

した様式⑩を添付する。 

 

 

様式の脚注1,2の再掲 

 

給付区分特例を実施してい

る場合でも、積立上限超過

額は制度全体で算出するた

め、給付区分ごとの作成は

不要。 

 

 

 

 

 

 

いわゆる｢下限利率｣を用いて

計算し直した標準掛金率では

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は様式の脚注の再掲 

 

 

様式⑩ 責任準備金及び最低積立基準額の明細書（共通） 

11．積立上限額 

（１）積立上限超過額の算出 

(単位:千円) 

数理上資産額 ①  

原始数理債務(注1)に1.5を乗じて得た額 ②  

最低積立基準額に1.5を乗じて得た額 ③  

第 3 の 7 の(1)の①により算定した原始数理債務

に1.5を乗じて得た額 
④  

 

積立上限超過額(①の額から③と④のいずれか大

きい額を控除した額) 
⑤  

 

(注1) 次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額を算定している場合

にあっては、当該積立不足の予想額を控除したものとする。 

(注2) ①の額が②と③のいずれか大きい額を下回る場合にあっては、④の額を

計算することを要しない。(次の(2)は記入不要)  
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（２）積立上限額の計算 

(a)基本部分                                                             （金額単位：千円） 

 合計 男子 女子 

合計（②～⑦）  ①     

 

給 

付 

現 

価 

将来加入員 

現在加入員（将来分） 

現在加入員（過去分） 

年金受給者 

受給待期脱退者 

その他の受給者 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑦ 

   

合計（⑨～⑬）  ⑧    政 

府 

負 

担 

金 

現 

価 

将来加入員 

現在加入員（将来分） 

現在加入員（過去分） 

年金受給者 

受給待期脱退者 

 ⑨ 

 ⑩ 

 ⑪ 

 ⑫ 

 ⑬ 

   

計（⑮、⑯）  ⑭     

標準給与現価 現在加入員 

将来加入員 

 ⑮ 

 ⑯ 

   

標準掛金率（規約上）  ⑰    

標準掛金収入現価（⑭×⑰）  ⑱    

原始数理債務（①－⑧－⑱）  ⑲    

財政方式  

 

備考 

 

 

 

 (b)加算部分                                                              （金額単位：千円） 

 合計   

合計（②～⑦）  ①     

 

給 

付 

現 

価 

将来加入員 

現在加入員（将来分） 

現在加入員（過去分） 

年金受給者 

受給待期脱退者 

その他の受給者 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑦ 

   

計（⑨、⑩）  ⑧     

給与現価 現在加入員 

将来加入員 

 ⑨ 

 ⑩ 

   

標準掛金率（規約上）  ⑪    

標準掛金収入現価（⑧×⑪）  ⑫    

原始数理債務（①－⑫）  ⑬    

財政方式  

備考 
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（c）合計                                                                 （金額単位：千円） 

 合計 基本部分 加算部分 

過去期間対応分 

将来期間対応分 

(ア)

(イ)

   

合計 (ウ)    

 

     

（注）１ （ア）＝基本部分：④＋⑤＋⑥＋⑦－⑪－⑫－⑬ 

加算部分：④＋⑤＋⑥＋⑦ 

２ （イ）＝基本部分：⑲－（ア） 

加算部分：⑬－（ア） 

 

（３）積立上限超過額がある場合の掛金の控除 

□ 基金規則第47条の2第1項第1号の方法で控除する。(第1号方法) 

□ 基金規則第47条の2第1項第2号の方法で控除する。(第2号方法) 

 

積立上限超過額① 千円 

利子相当額② 千円 

合計額（①＋②） 千円 

控除開始予定年月             年          月 

控除終了予定年月             年          月 

 

毎期控除する掛金(第2号方法の場合)  

 

(注)  決算報告書提出時に控除する掛金の額が決まっていない場合にあっては、

上記(3)の記載は要しないものとし、掛金の控除に係る規約変更の申請に併

せて上記(3)を記載した様式⑩を添付するものとする。 

 

 

 

 


